
資料２－２

鳴瀬川水系鳴瀬川総合開発事業 環境影響評価手続フローとスケジュール鳴瀬川水系鳴瀬川総合開発事業 環境影響評価手続フローとスケジュール鳴瀬川水系鳴瀬川総合開発事業 環境影響評価手続フローとスケジュール鳴瀬川水系鳴瀬川総合開発事業 環境影響評価手続フローとスケジュール

（環境影響評価法（第１種事業）による河川アセス手続き）

令和元年６月１７日

住民 事業者 環境省 宮城県等住民 事業者 環境省 宮城県等住民 事業者 環境省 宮城県等住民 事業者 環境省 宮城県等 事業の見込スケジュール

（国土交通大臣）（国土交通大臣）（国土交通大臣）（国土交通大臣） ▽＝事業者，▼＝県

配慮書の送付 当事業においては,平成２５当事業においては,平成２５当事業においては,平成２５当事業においては,平成２５

配慮書の作成配慮書の作成配慮書の作成配慮書の作成 ▼技術審査会（諮問） 年４月施行の改正環境影響年４月施行の改正環境影響年４月施行の改正環境影響年４月施行の改正環境影響

送付 配慮書の審査（国交省） 評価法第５３条の経過措置評価法第５３条の経過措置評価法第５３条の経過措置評価法第５３条の経過措置

宮城県知事 の「みなし」規定により方の「みなし」規定により方の「みなし」規定により方の「みなし」規定により方

公告・縦覧・HP 国土交通大臣 法書からの手続開始とな法書からの手続開始とな法書からの手続開始とな法書からの手続開始とな

事業者が

る。る。る。る。

照会 意見 照会 意見

定める期間内 「配慮書」相当書類

環 境 大 臣 第３回鳴瀬川水系河川整備

色麻町長,加美町長 学識者懇談会資料

住民意見 審査期間90日以内 (平成１８年１２月２６日)

の提出 ▼技術審査会（答申）

「主務大臣意見」相当書類

大臣意見 鳴瀬川水系河川整備計画(知

事管理区間)

知事意見 (平成２０年１月)

方法書の送付 ▽送付:Ｈ２８.１２.１

方法書の作成方法書の作成方法書の作成方法書の作成 ▼技術審査会（諮問） ▽公告:Ｈ２８.１２.１

▽縦覧:Ｈ２８.１２.１

技術的助言が必要な場合 住民意見概要 宮城県知事 ～Ｈ２９.１.１０

公告・縦覧・HP 送付 ▽説明会:Ｈ２８.１２.

国土交通大臣 １３,１６

照会 意見 (住民意見受付:

説明会の開催 照会 意見 90日以内 ～Ｈ２９.１.２４）

【5/8〆切】 ▽住民意見概要

環 境 大 臣 色麻町長,加美町長 事業者 → 知事へ送付

住民意見 Ｈ２９.２. ７

の提出 ▼技術審査会（答申） ▼技術審査会:（諮問）

Ｈ２９.２.２１

▼町長意見照会

県 ⇔ 町 ↓回答

住民意見 色麻町:Ｈ２９.３.２２

取りまとめ 加美町:Ｈ２９.３.２１

大臣意見 ▼技術審査会：（答申）

Ｈ２９.４.２５

知事意見 ▼知事意見提出

Ｈ２９.５.１

環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施

▽送付:Ｈ３１.３.２２

▽公告:Ｈ３１.３.２２

準備書の送付 ◆技術審査会（諮問） ▽縦覧:Ｈ３１.３.２２

準備書の作成準備書の作成準備書の作成準備書の作成 ～Ｈ３１.４.２２

住民意見概要送付 宮城県知事 ▽説明会:Ｈ３１.４.

（事業者見解添付） １７,１８

公告・縦覧・HP (住民意見受付:

120日以内 照会 意見 ～Ｒ元.５.７）

【9/20〆切】 ▽住民意見概要

説明会の開催 事業者 → 知事へ送付

知事意見 Ｒ元.５.２４

色麻町長,加美町長 ▼技術審査会:（諮問）

住民意見 Ｒ元.６.１７

の提出 ◆技術審査会（答申） ▼町長意見照会

県 ⇔ 町 ↓回答

色麻町:

加美町:

住民意見 ▼技術審査会：（答申）

取りまとめ

▼知事意見提出

送付

評価書の作成評価書の作成評価書の作成評価書の作成 評価書の審査（国交省）

大臣意見

国土交通大臣

照会 意見

宮城県知事

環 境 大 臣

審査期間90日以内 色麻町長

評価書の送付

評価書の確定 評価書の送付

国 交 省 加美町長

↓

公告・縦覧 環 境 省

工事計画の認可 許可申請届出 工事計画の審査

認可申請・届出 許可変更命令 （国土交通省）

事業の実施

事後調査事後調査事後調査事後調査


